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東京事務所　教育課

28 20 21

11,940

火

（消費税込み・テキスト代を含む）

水

29 2 3

29 1 12 13

（消費税込み・テキスト代・問題集を含む）

「全国溶接技術競技会場」と「はこだて朝市巴通り」 編集部撮影
　競技会場となったポリテクセンター函館では選手112名が６班に分かれ熱戦を展開した。
　大会参加関係者は有名な「函館山」、「五稜郭」「朝市」など市内の観光エリア探訪と地元でしか味わえない味覚を堪能した。
 （カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）

はこだて朝市巴通り

全国溶接技術競技会場



　

平
成
28
年
度
（
第
62
回
）
全

国
溶
接
技
術
競
技
会
「
北
海

道
地
区
・
函
館
大
会
」
が
10
月

8
・
9
日
の
２
日
間
、
北
海
道

函
館
市
の
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

函
館
を
舞
台
に
開
催
さ
れ
た
。

　

８
日
の
開
会
式
、
競
技
説
明

会
に
は
全
国
47
地
区
の
競
技
会

を
勝
ち
抜
き
、
都
道
府
県
を
代

表
し
た
腕
自
慢
が
集
ま
っ
た
。

　

翌
９
日
は
被
覆
ア
ー
ク
溶
接

の
部
56
人
・
半
自
動
ア
ー
ク
溶

接
の
部
56
人
合
計
１
１
２
人
の

選
手
が
卓
越
し
た
技
を
競
い

合
っ
た
。

　

東
京
都
溶
接
協
会
か
ら
出

場
し
た
島
田　

樹
さ
ん
（
前
川

製
作
所
）と
齊
藤
健
太
さ
ん（
前

川
製
作
所
）
の
２
人
は
優
勝
を

目
指
し
て
奮
闘
し
た
。

　

競
技
成
績
の
結
果
は
外
観
審

査
と
エ
ッ
ク
ス
線
審
査
及
び
曲

げ
試
験
の
判
定
後
、
１
月
初
旬

に
発
表
さ
れ
る
予
定
。
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参
加
の
お
申
込
み
に
つ
い
て

●
申
込
受
付
期
間

　
平
成
28
年
11
月
15
日（
火
）〜
11
月
30
日（
水
）

●
申
込
先

　
左
記
の
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
へ
。
詳
細
は
左
記

の
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
後
援
・
日
刊
工
業
新
聞
社
協
賛
の

技
能
競
技
全
国
大
会
は
、
左
記
の
と
お
り
と
な
り

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

●
開
催
期
日 

平
成
29
年
１
月
20
日（
金
）

●
開
催
場
所

URL  http://www.bcsa.or.jp
E-mail  honbu.kyouikubu@bcsa.or.jp

第
62
回「
全
国
溶
接
技
術
競
技
会
」開
催
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〈助成金案内～～～65歳超雇用推進助成金〉

溶
接
甲
子
園
を
目
指
し
て
！

第
３
回 

東
京
都
高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル

東
京
都
溶
接
協
会

　平成28年10月19日より、高年齢者の雇用安定のために定年年齢を65歳以上に引き上げたり、高年齢者の希望に応じて法定以上の年齢まで継続
雇用する制度の整備等を実施した事業主に、「独立行政法人高齢・障害者求職者雇用支援機構」から助成金が支給されます。

１．支給対象となる事業主
次の各項目すべてに該当する事業主に対して、1事業主あたり（企業単位）1回限り支給されます。
⑴　 雇用保険適用事業所の事業主であること。
⑵　 審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
⑶　 審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
⑷　 労働協約または就業規則等による、次の①から③までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主
であること。

　①旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
　　 旧定年年齢とは、新たな制度を実施する前日までに就業規則等で定められていた定年年齢等のうち、最も高い年齢をいいます。
　②定年の定めの廃止
　③旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
　　 新たな制度を実施する前日までに就業規則等で定められていた定年年齢等または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、最も高い年
齢をいいます。

⑸　 上記⑷ に定める制度を規定した際に、経費を要した事業主であること。
　　ここでいう経費とは、就業規則等の作成、相談費用を外部の専門家等に支払ったものをさします。
⑹　 上記⑷に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
⑺　 上記⑷に定める制度の実施日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規
定に違反していないこと。具体的には、①60歳以上の定年年齢を規定していること、②第9条1項については、定年規定の廃止もしくは65歳
以上の定年年齢の規程または継続雇用制度の規程、を指します。

⑻　 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が１人以上いること。
具体的には、短期雇用特例被保険者及び日雇い特例被保険者を除く、期間の定めのない労働契約を定年到達前に締結している者、または定
年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が対象となります。

２．支給額
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
　①65歳への定年の引上げ　　　　　　　　　　　　　　＝　100万円
　②66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止　　＝　120万円
　③希望者全員を66～69歳まで継続雇用する制度の導入　＝　 60万円
　④希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入　＝　 80万円
　定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合は、定年引上げを実施した際の額となります。

３．次のいずれかに該当する事業主に助成金は支給されません。
⑴　 不正受給をしてから3年以内に申請した事業主、または申請日後支給決定日までの間に不正受給をした事業主
⑵　 支給申請した年度の前年度より前の何れかの年度の労働保険料を納入していない事業主
⑶　 支給申請書の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主
⑷　 性風俗関連営業、接待を行う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
⑸　 暴力団とかかわりのある事業主
⑹　 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑺　 不正受給を理由に支給決定を取り消された場合に、機構が事業主名等を公表することについて同意していない事業主

４．他の助成金との併給調整
⑴　 過去に高年齢雇用安定助成金のうち、定年引上げ等の措置に関してすでに支給を受けていた場合には、この助成金は支給されません。
⑵　 この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の理由により他の国または地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、こ
の助成金は支給されません。

５．申請の手続き
　助成金の支給を請けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、制度の実施日翌日から起算して2カ月以内に、独立行政法人高齢・
障害者求職者雇用支援機構の都道府県の支部に提出してください。東京および大阪については、高齢・障害者窓口サービス課に提出してください。
〔手順〕
⑴　 事前相談：現状の就業規則を機構に持参し、内容が法令に違反していないか否かの確認をします。
⑵　 支給申請書の受理点検：助成金支給要件に合致した、雇用推進規程となっているか否かの確認をします。
⑶　 支給申請書の提出：機構窓口で受理した申請書を機構本部に申請。
⑷　 支給決定：支給決定がなされた場合、指定口座に助成金が振り込まれます。

　

東
京
都
溶
接
協
会
（
横
田
文
雄
会
長
）
は
、

東
京
都
高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル
を
十
二
月
十
七

日
（
土
）
に
開
催
す
る
。

　

現
在
、
都
内
の
工
業
高
校
四
校
か
ら
二
十
名
の

選
手
が
エ
ン
ト
リ
ー
し
て
い
る
。
さ
ら
に
都
立
多

摩
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
も
オ
ー
プ
ン
参
加
な

が
ら
十
名
の
選
手
が
参
加
の
予
定
。

　

こ
の
大
会
は
来
年
四
月
二
十
二
日
に
神
奈
川

県
・
藤
沢
市
で
開
催
す
る
関
東
甲
信
越
高
校
生

溶
接
コ
ン
ク
ー
ル
へ
の
代
表
選
手
を
選
出
す
る
大

会
で
あ
り
、
成
績
上
位
二
名
の
選
手
を
東
京
都

代
表
し
て
派
遣
す
る
。

写真は第2回大会の参加者
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※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp

神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3 階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6
タニビル 5 階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20
機缶健保会館 2 階

TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10
千葉第一生命ビル 2 階

TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2
JA共済埼玉ビル 6 階

TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3 階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212

講習名 事務所 11 月 12 月 1 月

玉
掛
け
技
能
講
習

東 京
	 15	 	 16 	 14	 	 15 	 17	 	 18
	 	 19 	 	 24 	 	 28

千 葉
	 8	 	 9 	 11	 	 12
	 	 13 	 	 15

埼 玉
	 8	 	 9 	 7	 	 8 	 11	 	 12
	 	 13 	 	 11 	 	 15

神奈川
	 1	 	 2 	 18	 	 19
	 	 4 	 	 22

茨 城
	 8	 	 9
	 	 11

栃 木
	 8	 	 9 	 6	 	 7 	 23	 	 24
	 	 10 	 	 8 	 	 25

甲 信
	 10	 	 11 	 8	 	 9
	 	 13 	 	 11

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

東 京

千 葉
	 14	 	 15
	 	 18

埼 玉

神奈川
	 24	 	 25
	 	 27

茨 城
	 18	 	 19
	 	 20

栃 木
	 17	 	 18 	 19	 	 20
	 	 20 	 	 22

甲 信
	 1	 	 2
	 	 3

講習名 事務所 11 月 12 月 1 月

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

東 京
	 	 2 	 	 6 	 12	 	 13
	 5	 12	 13 	 10	 11	 18 	 14	 21	 22

千 葉
	 1	 	 2
	 4	 10	 11

埼 玉
	 	 24 	 24	 	 25
   26 	12/3	 12/4    28 	2/4	 2/5

神奈川
	 	 8
	 11	 17	 18

茨 城
	 	 4
	 6	 13	 20

栃 木
2 15 	 	 9 	 	 17

	 3	 5	 6 	16	17	18 	 10	 11	 17 	18	19	20 	21	22	28

甲 信

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

東 京
	 21	 	 22
	 	 26

千 葉
	 24	 	 25
	 	 27

埼 玉
	 14	 	 15 	 18	 	 19
	 	 17 	 	 21

神奈川

茨 城
	 12	 	 13
	 	 15

栃 木
	 13	 	 14
	 	 15

甲 信
	 24	 	 25
	 	 26

★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

日
時
・
会
場

　

◦
十
二
月
三
日（
土
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
十
二
月
四
日（
日
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
一
月
七
日（
土
）　　
　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
一
月
八
日（
日
）　　
　

東
京
都
溶
接
協
会

予
告
（
平
成
二
十
九
年
）

　

◦
二
月
四
日（
土
）　　
　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
二
月
五
日（
日
）　　
　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
二
月
十
八
日（
土
）　　

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

　

◦
二
月
二
十
六
日（
日
）　

多
摩
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

一
、
日
時
・
会
場

　

学
科
＝
十
一
月
二
十
九
日（
火
）午
前
九
時
五
十
分
〜
午
後
〇
時

　

実
技
＝
十
一
月
二
十
九
日（
火
）午
後
一
時
〜
午
後
五
時

二
、
受
講
料（
税
込
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員　

一
五
、五
〇
〇
円

　
　
　
　

被
覆
ア
ー
ク
溶
接　
　
　

一
般　

一
六
、五
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員　

一
八
、五
〇
〇
円

　
　
　
　

炭
酸
ガ
ス
半
自
動
溶
接　

一
般　

一
九
、五
〇
〇
円

学
科
の
み
の
受
講
も
可（
三
、六
〇
〇
円
税
込
）

１
日
▽
教
育
文
化
週
間

　
　
　

灯
台
記
念
日

２
日
▽
唐
津
く
ん
ち

３
日
▽
文
化
の
日

　
　
　

明
治
神
宮
例
祭

４
日
▽
消
費
者
セ
ン
タ
ー
開
設
記
念
日

７
日
▽
立
冬

８
日
▼
ボ
イ
ラ
ー
デ
ー

　
　
　

ふ
い
ご
祭

　
　
　

京
都
伏
見
稲
荷
火
焚
祭

　
　
　

世
界
都
市
計
画
の
日

９
日
▽
秋
の
火
災
予
防
運
動（
〜
15
日
）

　
　
　

１
１
９
番
の
日

11
日
▽
一
の
酉

　
　
　

世
界
平
和
記
念
日

15
日
▽
七
五
三

　
　
　

本
州
・
四
国
・
九
州
一
般

　
　
　

鳥
獣
狩
猟
解
禁

17
日
▽
将
棋
の
日

　
　
　
市
川
中
山
法
華
経
寺
御
会
式

　
　
　

JIM
T

O
F 2016

　
　
　
第
28
回
日
本
国
際
工
作
機
械
見
本
市

　
　
　
（
〜
22
日
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
）

18
日
▽
第
18
回
産
業
と
き
め
き
フ
ェ
ア

　
　
　
　

in ED
O

GA
W

A

　
　
　
（
〜
19
日
タ
ワ
ー
ホ
ー
ル
船
堀
）

21
日
▽
京
都
東
本
願
寺
報
恩
講（
〜
28
日
）

22
日
▽
豊
川
稲
荷
秋
季
大
祭

23
日
▽
勤
労
感
謝
の
日

　
　
　

二
の
酉

28
日
▽
税
関
記
念
日

　
　
　

親
鸞
聖
人
忌

※ 

行
事
・
祭
は
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。事
前
に
関
係
諸

団
体
に
ご
確
認
下
さ
い
。

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

受
験
準
備
講
習
会

〈申  込  先〉
一般社団法人

東京都溶接協会
東京都江東区大島 3 ─ 1 ─ 11

産学協同センター内
TEL　03─3685─5448
FAX　03─3682─4902


